
令和 7 年 9 月 5 日 

お客様各位 

一般財団法人 日本車両検査協会 

 

 

電動アシスト自転車のアシスト比率調整等に係る 
設備利用料改定のお知らせとお願い 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素から格別のご高配を賜り厚

く御礼申し上げます。 

さて、弊協会におきましては、お客様各位のご期待に添うべく、長年運営の合理化を図り、 

電動アシスト自転車のアシスト比率調整等に係る設備利用料を据え置いてまいりました。 

しかしながら、弊協会の利用している試験設備に必要な部品の確保が耐用年数により困難

になってきており、このため、試験設備の大幅な改修を余儀なくされています。 

一方、近年の物価高騰により、改修にかかる費用についても、これまでよりも高額となっ

ており、校正費用の値上げ、その他経費の高騰により、もはや協会の努力のみでは設備の維

持管理をすることが困難な事態となりました。 

 

 つきましては、誠に不本意ながら下記のとおりの電動アシスト自転車のアシスト比率調

整等に係る設備利用料を改定させていただきたく、何とぞ諸般の事情をご賢察の上、ご了承

賜りますようお願い申し上げます。 

 

弊協会といたしましては、今後とも「正しい結果と公正な手続きは車の両輪である」とい

う指針に基づき、お客様のご期待に応えるべく更なる努力及びサービスの向上を重ねて参

る所存でございます。何とぞ末永くご愛顧賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 

 

記 

 

【利用料】電動アシスト自転車アシスト比率調整等に係る設備利用料 

改定後は、1 日当たり 170,000 円（税別）です。 

 

【適用日】令和 8 年 1 月 5 日以降の設備利用料から適用させていただきます。 

 

 

以上 


